
 

 

令和 4 年 3 月 

浜田市議会定例会議議案 

 

 

 

 

 

 令和 4 年 2 月 24 日 



令和 4 年 3 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 3 号 浜田市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

議案第 4 号  浜田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例について 

議案第 5 号  浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

議案第 6 号  浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 7 号  浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第 8 号  浜田市ふるさと体験村施設条例の制定について 

議案第 9 号  浜田市集落排水施設条例及び浜田市集落排水事業受益者分担金

徴収条例の一部を改正する条例について 

議案第 10 号  浜田市営住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 11 号  浜田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例について 

議案第 12 号  指定管理者の指定について（浜田市浜田郷土資料館） 

議案第 13 号  指定管理者の指定について（浜田市美又温泉国民保養センター） 

議案第 14 号  工事請負契約の変更について（浜田市高速情報通信基盤整備工

事） 

議案第 15 号  市道路線の認定について（今市 115 号線） 

議案第 16 号  広島市と島根県浜田市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約

の締結に関する協議について 

議案第 17 号  浜田市過疎地域持続的発展計画の変更について 

議案第 18 号  令和 3 年度浜田市一般会計補正予算（第 13 号） 

議案第 19 号  令和 3 年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 20 号  令和 3 年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号） 

議案第 21 号  令和 3 年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 22 号  令和 3 年度浜田市水道事業会計補正予算（第 3 号） 

議案第 23 号  令和 3 年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号） 

議案第 24 号  令和 4 年度浜田市一般会計予算 

議案第 25 号  令和 4 年度浜田市国民健康保険特別会計予算 

議案第 26 号  令和 4 年度浜田市駐車場事業特別会計予算 

議案第 27 号  令和 4 年度浜田市農業集落排水事業特別会計予算 



議案第 28 号  令和 4 年度浜田市漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第 29 号  令和 4 年度浜田市生活排水処理事業特別会計予算 

議案第 30 号  令和 4 年度浜田市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 31 号  令和 4 年度浜田市水道事業会計予算 

議案第 32 号  令和 4 年度浜田市工業用水道事業会計予算 

議案第 33 号  令和 4 年度浜田市公共下水道事業会計予算 

同意第 1 号  人権擁護委員候補者の推薦について 
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議案第 3 号 

 

浜田市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

浜田市個人情報保護条例（平成 17 年浜田市条例第 21 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 2 条第 2 号ア中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 58 号）第 2 条第 3 項」を「個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）第 2 条第 2 項」に改め、同条第 3 号中「行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律第 2 条第 4 項」を「個人情報の保護に関

する法律第 2 条第 3 項」に改める。 

第 7 条第 1 項第 5 号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律（平成 15 年法律第 59 号）第 2 条第 1 項」を「個人情報の保護に関す

る法律第 2 条第 9 項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 4 号 

 

浜田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

浜田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 45

号）の一部を次のように改正する。 

第 8 条の 2 の次に次の 1 条を加える。 

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） 

第 8 条の 3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、

その子（地方公務員の育児休業等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する子

をいう。以下この条及び次条第 1 項から第 3 項までにおいて同じ。）を養育

するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則

で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務（始業及

び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ

定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第 3 項

において同じ。）をさせるものとする。 

⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 

⑵ 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学し

ている子のある職員であって、規則で定めるもの 

2  前項の規定は、第 16 条第 1 項に規定する日常生活を営むのに支障があ

る者（以下この項及び次条第 4 項において「要介護者」という。）を介護す

る職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、

規則で定めるところにより、その子（地方公務員の育児休業等に関する法

律第 2 条第 1 項に規定する子をいう。以下この条及び次条第 1 項から第 3

項までにおいて同じ。）を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則

で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

3  前 2 項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出

遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

第 9 条第 1 項中「（地方公務員の育児休業等に関する法律第 2 条第 1 項に

規定する子をいう。以下この項から第 3 項までにおいて同じ。）」を削り、同

条第 4 項前段中「第 16 条第 1 項に規定する日常生活を営むのに支障がある

者」を「要介護者」に改め、同項後段中「（地方公務員の育児休業等に関する

法律第 2 条第 1 項に規定する子をいう。以下この項から第 3 項までにおいて

同じ。）」を削り、「第 16 条第 1 項に規定する日常生活を営むのに支障がある

者（以下この条において「要介護者」という。）」を「要介護者」に改める。 

附 則 
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この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 5 号 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 46 号）の

一部を次のように改正する。 

第 2 条第 3 号ア（ア）を削り、同号ア（イ）中「特定職」を「任命権者を

同じくする職（以下「特定職」という。）」に改め、同号ア中（イ）を（ア）

とし、（ウ）を（イ）とする。 

第 22 条第 2 号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日

ごとの勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号ア及びイを削る。 

第 26 条を第 28 条とし、第 25 条の次に次の 2 条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第 26 条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者

が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、

当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるととも

に、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談そ

の他の措置を講じなければならない。 

2  任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当

該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第 27 条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにする

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

⑵ 育児休業に関する相談体制の整備 

⑶ その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 6 号 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

浜田市手数料条例（平成 17 年浜田市条例第 70 号）の一部を次のように改

正する。 

第 2 条第 45 号中「第 5 条第 1 項から第 3 項まで」を「第 5 条第 1 項から

第 5 項まで」に改め、同条第 48 号中「第 9 条第 1 項」を「第 9 条第 1 項及び

第 3 項」に改める。 

別表第 7 第 1 項手数料の額の欄を次のように改める。 

45,000 円（確認書又は住宅性能評価書（住

宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

11 年法律第 81 号）第 6 条の 2 第 5 項に規

定する確認書又は住宅性能評価書をいう。

以下この表及び次表において同じ。）の提

出がある場合にあっては、12,000 円） 

別表第 7 第 2 項中「適合証の提出がある場合にあっては 12,000 円、設計

住宅性能評価書の提出がある場合にあっては 56,000 円」を「確認書又は住宅

性能評価書の提出がある場合にあっては、22,000 円」に改め、「1 の共同住宅

等」の次に「（区分所有住宅（長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 5 条

第 1 項に規定する区分所有住宅をいう。次表において同じ。）を除く。）」を加

え、同表第 3 項中「適合証」を「確認書」に、「9,000 円」を「18,000 円」に

改め、同表第 4 項中「適合証」を「確認書」に、「18,000 円」を「33,000 円」

に改める。 

別表第 8 第 1 項手数料の額の欄を次のように改める。 

23,000 円（変更後の計画に係る確認書又は

住宅性能評価書の提出がある場合にあっ

ては、6,000 円） 

別表第 8 第 2 項中「適合証の提出がある場合にあっては 12,000 円、設計

住宅性能評価書の提出がある場合にあっては 56,000 円」を「確認書又は住宅

性能評価書の提出がある場合にあっては、22,000 円」に改め、「1 の共同住宅

等」の次に「（区分所有住宅を除く。）」を加え、同表第 3 項中「適合証」を「確

認書」に、「5,000 円」を「9,000 円」に改め、同表第 4 項中「適合証」を「確

認書」に、「18,000 円」を「33,000 円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 
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1  この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例の施行の日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に、この条例によ

る改正前の浜田市手数料条例（以下「旧条例」という。）別表第 7 及び別表

第 8 の規定による適合証又は設計住宅性能評価書を添えて長期優良住宅の

普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号）第 5 条第 1 項から第 5

項まで及び第 8 条第 1 項の規定による認定を受けようとする者に係る手数

料の額については、旧条例別表第 7 及び別表第 8 の規定の例による。 
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議案第 7 号 

 

浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

浜田市国民健康保険条例（平成 17 年浜田市条例第 151 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 14 条の 3 各号列記以外の部分中「第 22 条」の次に「及び第 22 条の 3」

を加え、同条第 1 号ウ中「第 81 条の 2 第 4 項」を「第 81 条の 2 第 5 項」に

改め、同号エ中「第 81 条の 2 第 9 項第 2 号」を「第 81 条の 2 第 10 項第 2

号」に改め、同条第 2 号エ中「第 72 条の 3 第 1 項」の次に「及び第 72 条の

3 の 2 第 1 項」を加える。 

第 18 条の 6 の 2 各号列記以外の部分中「第 22 条」の次に「及び第 22 条

の 3」を加え、同条第 2 号イ中「第 72 条の 3 第 1 項」の次に「及び第 72 条

の 3 の 2 第 1 項」を加える。 

第 22 条の見出しを「（低所得者の保険料の減額）」に改める。 

第 22 条の 2 の次に次の 1 条を加える。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第 22 条の 3 当該年度において、その世帯に 6 歳に達する日以後の最初の 3

月 31 日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、

第 18 条又は第 18 条の 5 の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、

当該保険料額に、それぞれ、10 分の 5 を乗じて得た額（第 18 条第 2 項の

規定により端数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とす

る（第 4 項に掲げる場合を除く。）。 

2  第 18 条第 3 項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。

この場合において、同条第 3 項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替

えるものとする。 

3  前 2 項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1 項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第 18 条又は第 18 条の 5」とあるのは「第 18 条の 6 の

6 又は第 18 条の 6 の 10」と、「第 18 条第 2 項」とあるのは「第 18 条の 6

の 6 第 2 項」と、前項中「第 18 条第 3 項」とあるのは「第 18 条の 6 の 6

第 3 項」と読み替えるものとする。 

4  当該年度において、第 22 条に規定する基準に従い保険料を減額するも

のとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児

に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第 1 号に掲げる額
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から第 2 号に掲げる額を控除して得た額とする。 

⑴ 第 18 条又は第 18 条の 5 の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額か

ら、当該保険料額に第 22 条第 1 項各号に規定する場合に応じてそれぞ

れ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額（第 18 条第 2 項の規定によ

り端数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た額 

⑵ 第 1 号に掲げる額に、それぞれ、10 分の 5 を乗じて得た額（第 18 条

第 2 項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。） 

5  第 18 条第 3 項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。

この場合において、同条第 3 項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替

えるものとする。 

6  前 2 項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 4 項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第 18 条又は第 18 条の 5」とあるのは「第 18 条の 6 の

6 又は第 18 条の 6 の 10」と、「第 18 条第 2 項」とあるのは「第 18 条の 6

の 6 第 2 項」と、前項中「第 18 条第 3 項」とあるのは「第 18 条の 6 の 6

第 3 項」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市国民健康保険条例第 22 条の 3 の規定は、

令和 4 年度以後の年度分の保険料について適用し、令和 3 年度以前の年度

分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第 8 号 

 

浜田市ふるさと体験村施設条例の制定について 

 

浜田市ふるさと体験村施設条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市ふるさと体験村施設条例 

 

浜田市ふるさと体験村施設条例（平成 17 年浜田市条例第 289 号）の全部を

改正する。 

（目的及び設置） 

第 1 条 豊かな自然環境を活かした農山村文化の体験による田舎暮らしの魅

力を市内外に発信する拠点とするとともに、地域資源の保存及び継承を図

るため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 1 項の規定

に基づき、浜田市ふるさと体験村施設（以下「ふるさと体験村」という。）

を浜田市弥栄町三里ハ 257 番地 4 に設置する。 

（施設） 

第 2 条 ふるさと体験村の施設は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 管理施設 

⑵ 宿泊交流施設 

⑶ 屋外利用施設 

（事業） 

第 3 条 ふるさと体験村は、次に掲げる事業を行うものとする。 

⑴ 自然体験及び田舎暮らし体験の企画及び実施 

⑵ 宿泊及び交流の場の提供 

⑶ 農林産物その他の地場産品の消費拡大及び情報発信 

⑷ どぶろくの研究開発及び普及 

⑸ その他ふるさと体験村の設置の目的を達成するために必要な事業 

（管理） 

第 4 条 ふるさと体験村の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第 5 条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 第 3 条各号に掲げる事業に関する業務 

⑵ ふるさと体験村の施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）の利

用の許可に関する業務 

⑶ ふるさと体験村の維持管理に関する業務 

⑷ 前 3 号に掲げるもののほか、ふるさと体験村の運営に関する事務のう

ち、市長のみの権限に属する事務を除く業務 

（利用時間） 
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第 6 条 ふるさと体験村の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、

指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更

することができる。 

⑴ 管理施設、宿泊交流施設（宿泊利用の場合を除く。）及び屋外利用施設 

午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

⑵ 宿泊交流施設（宿泊利用の場合に限る。） 午後 4 時から翌日（2 泊以

上連続する宿泊利用の場合は、その最終日）の午前 10 時まで 

（利用期間及び休館日） 

第 7 条 ふるさと体験村の利用期間及び休館日は、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定める期間及び日とする。ただし、指定管理者は、必要

があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。 

2  市長は、前項本文の規定により指定管理者が利用期間及び休館日を定め

たときは、これを告示するものとする。 

（利用許可） 

第 8 条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受

けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また

同様とする。 

2  指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可

に条件を付することができる。 

3  指定管理者は、第 1 項の規定により利用の許可を受けようとする者が次

の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないものと

する。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗に反して利用するおそれがあるとき。 

⑵ 施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあるとき。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第 2 号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不

法行為を行うおそれがある組織の利益になる利用をするとき。 

⑷ その他管理上支障があると認める利用をするとき。 

（利用の制限） 

第 9 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事

項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることがで

きる。 

⑴ 前条第 1 項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が許可を受け

た利用の目的に違反したとき。 
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⑵ 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

⑶ 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。 

⑷ 前 3 号に掲げる場合のほか、ふるさと体験村の管理上特に必要と認め

られるとき。 

2  前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しく

は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者

はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第 4 号に該当する

場合は、この限りでない。 

（特別設備等の制限） 

第 10 条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は器具等を搬入して利用し

ようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第 11 条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を利用し、

又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（利用料金） 

第 12 条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があら

かじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

2  利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、

指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。 

（利用料金の収入） 

第 13 条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収

受させるものとする。 

（利用料金の減免） 

第 14 条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又

は免除することができる。 

（利用料金の不還付） 

第 15 条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰

さない理由その他指定管理者が特に必要があると認めるときは、その全部

又は一部を還付することができる。 

（原状回復の義務） 

第 16 条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第 9 条第 1 項の規

定により利用の中止を命じられたときは、速やかに利用した施設等を原状

に回復して返還し、又は搬入した器具等を撤去しなければならない。 

（損害賠償等の義務） 
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第 17 条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、

直ちにその旨を指定管理者に届出をし、その損害を賠償しなければならな

い。 

（委任） 

第 18 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、規則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

2  第 4 条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行

為並びにこの条例の施行の日以後の利用に係る施設等の利用の許可その

他ふるさと体験村の運営に関し必要な行為は、同日前においても行うこと

ができる。 
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別表（第 12 条関係） 

施設 
利用料金の上限額 

宿泊利用 宿泊利用以外の利用 

宿泊

交流

施設 

古民家（桑田） 1 泊当たり 77,000 円 1 時間当たり 7,700 円 

古民家（箸立） 1 泊当たり 71,500 円 1 時間当たり 7,150 円 

ログハウス（6 人用） 1 泊当たり 27,500 円 1 時間当たり 2,750 円 

ログハウス（8 人用） 1 泊当たり 36,300 円 1 時間当たり 3,630 円 

備考 

1  宿泊利用の場合において、食事又はサービス等を提供するときは、

当該宿泊利用に係る利用料金の額に、実例価格及び実費を考慮して、

指定管理者が市長の承認を得て定める額を加算する。 

2  宿泊利用の場合において、その利用時間を超えて利用するときは、

当該宿泊利用に係る利用料金の額に、延長料金として、宿泊利用以外

の利用に係る利用料金の額を加算する。 

3  利用者の責めに帰すべき理由により、宿泊利用の許可を受けた施設

を利用しなかったときは、この表に定める額の範囲内において指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定める額のキャンセル料を徴収

する。 

4  1 時間を単位とする利用に 1 時間未満の端数が生じたときは、当該

端数は 1 時間とみなして算定する。 

5  この表に定める施設以外の施設等の利用料金の上限額は、規則で定

める。 
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議案第 9 号 

 

浜田市集落排水施設条例及び浜田市集落排水事業受益者分担金徴収条

例の一部を改正する条例について 

 

浜田市集落排水施設条例及び浜田市集落排水事業受益者分担金徴収条例

の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市集落排水施設条例及び浜田市集落排水事業受益者分担金徴収条

例の一部を改正する条例 

 

（浜田市集落排水施設条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市集落排水施設条例（平成 17 年浜田市条例第 236 号）の一部

を次のように改正する。 

別表第 1 古湊地区漁業集落排水処理施設（処理場を除く。）の項及び福浦

地区漁業集落排水処理施設の項を削る。 

（浜田市集落排水事業受益者分担金徴収条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市集落排水事業受益者分担金徴収条例（平成 17 年浜田市条例

第 238 号）の一部を次のように改正する。 

別表古湊地区漁業集落排水処理施設の項及び福浦地区漁業集落排水処

理施設の項を削る。 

附 則 

（施行期日) 

1  この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、第 1 条の

規定による改正前の浜田市集落排水施設条例（以下「旧集落排水条例」と

いう。）の規定によりなされた古湊地区漁業集落排水処理施設及び福浦地

区漁業集落排水処理施設に係る処分、手続その他の行為は、浜田市公共下

水道条例（平成 17 年浜田市条例第 233 号）の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

3  前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、浜田市集落排水施設条

例第 12 条の規定により徴収することとされた古湊地区漁業集落排水処理

施設及び福浦地区漁業集落排水処理施設の使用に係る使用料並びにこれ

に係る督促手数料及び延滞金については、旧集落排水条例別表第１の規定

は、施行日以後も、なおその効力を有する。 

4  施行日の前日までに、浜田市集落排水事業受益者分担金徴収条例第 3 条

の規定により賦課された古湊地区漁業集落排水処理施設及び福浦地区漁

業集落排水処理施設の使用に係る分担金並びにこれに係る督促手数料及

び延滞金については、第 2 条の規定による改正前の浜田市集落排水事業受

益者分担金徴収条例別表の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 
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議案第 10 号 

 

浜田市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

浜田市営住宅条例（平成 17 年浜田市条例第 247 号）の一部を次のように改

正する。 

第 2 条中第 5 号を削り、第 6 号を第 5 号とし、第 7 号から第 9 号までを 1

号ずつ繰り上げる。 

第 3 条、第 44 条の 2 並びに第 44 条の 3 第 2 号及び第 3 号中「及び地区施

設」を削る。 

第 47 条の見出し中「及び地区施設」を削り、同条第 1 項及び第 2 項中「及

び地区施設」を削り、「「市営住宅」」の次に「、「市営住宅及び共同施設」又

は「市営住宅又は共同施設」」を加え、「、「共同施設」とあるのは「地区施設」

と」を削る。 

別表第 3 の 1  共同施設の表中「1  共同施設」を「共同施設」に改め、

別表第 3 の 2  地区施設の表を削る。 

附 則 

この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 11 号 

 

浜田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

浜田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例 

 

浜田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成 17 年浜田

市条例第 257 号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条中「1,065 人」を「850 人」に改める。 

第 12 条中「別表第 1」を「年報酬及び出動報酬とし、それぞれ別表第 1 及

び別表第 2」に改める。 

第 13 条第 1 項を次のように改める。 

団員のうち、別表第 3 の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の中欄に掲げる

職務に従事したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる額の費用弁償を支給

する。 

第 13 条第 2 項ただし書を削る。 

別表第 1 及び別表第 2 を次のように改める。 

 

 

別表に次の 1 表を加える。 

 

 

附 則 

この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表第 1（第 12 条関係） 

年報酬 

階級 報酬額 

団長 年額 82,500 円 

副団長 年額 69,000 円 

方面隊長 年額 65,000 円 

方面副隊長 年額 60,000 円 

分団長 年額 50,500 円 

副分団長 年額 45,500 円 

部長 年額 40,000 円 

班長 年額 38,500 円 

団員 年額 36,500 円 

備考 

1  半期ごとに報酬額の 2 分の 1 の額を支給する。 

2  入団した者には当該入団した日の属する月から、退団した者には当

該退団した日の属する月までの月割りにより計算して得た額を支給

する。 

3  階級の変更があった者には、当該変更があった日の属する月から当

該変更後の階級に係る報酬額を適用し、月割りにより計算して得た額

を支給する。 

4  前 2 項の規定により月割りにより計算して得た額に 1 円未満の端数

が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。 
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別表第 2（第 12 条関係） 

出動報酬 

区分 報酬額 

災害出動 1 回につき 4 時間までごとに

4,000 円（上限 12,000 円） 

訓練その他の出動

（会議を除く。） 

1 回につき 3,000 円 

備考 四半期ごとに支給する。 
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別表第 3（第 13 条関係） 

費用弁償 

区分 職務 費用弁償の額 

機械器具点検

実施者 

小型動力ポンプ等の点検 1 月につき 500 円 

機関員 小型動力ポンプ付積載車の点検 1 月につき 500 円 

音楽隊員 音楽練習等 1 月につき 500 円 

ラッパ隊員 音楽練習等 3 月につき 500 円 

備考 

1  年度ごとに支給する。 

2  「3 月」とは、4 月 1 日から 6 月 30 日まで、7 月 1 日から 9 月 30 日

まで、10 月 1 日から 12 月 31 日まで及び 1 月 1 日から 3 月 31 日まで

ごとの期間をいう。 
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議案第 12 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市浜田郷土資料館） 

 

浜田市浜田郷土資料館の管理について、指定管理者の指定をしたいので、

地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

施設の名称 浜田市浜田郷土資料館 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 3746 番地 3 

名 称：浜田市文化協会  

代表者：会長 田 中 耕太郎 

指定の期間 令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 13 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市美又温泉国民保養センター） 

 

浜田市美又温泉国民保養センターの管理について、指定管理者の指定をし

たいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

施設の名称 浜田市美又温泉国民保養センター 

指定管理者 住 所：邑智郡邑南町矢上 62 番地 1 

名 称：西日本トータルサービス株式会社 

代表者：代表取締役 上 林 伸 二 

指定の期間 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 

 

 

 

 

 

 



31 

議案第 14 号 

 

   工事請負契約の変更について 

 

 令和 3 年 1 月 26 日議決を経た、浜田市高速情報通信基盤整備工事請負契約

について次のとおり変更したいので、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号及

び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 

2 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

                    浜田市長 久保田 章 市 
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契約の金額  変更前 1,427,800,000 円 

 変更後 1,208,680,000 円 
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議案第 15 号 

 

市道路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法第 8 条第 2 項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

旭町丸原139番11　

旭町丸原138番15　

以下余白

市道認定路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最大幅員 最小幅員

51-3-115 今市115号線 33.6 m 10.0 m 4.0 m
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認 定

詳細図

認定

今市115号線

延長 33.6m

幅員 4.0m～10.0m
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議案第 16 号 

 

   広島市と島根県浜田市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約 

の締結に関する協議について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 2 第 1 項の規定により、

連携中枢都市圏である広島広域都市圏を形成するための連携協約を別紙のと

おり締結することについて、広島市と協議するものとし、同条第 3 項の規定

により、議会の議決を求める。 

 

  令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

                    浜田市長 久保田 章 市 
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別紙 

広島市と島根県浜田市との連携中枢都市圏形成に係る連携協 

    約 

広島市（ 以下「甲」という。） 及び島根県浜田市（ 以下「乙」とい 

う 。 ） は 、 連 携 中 枢 都 市 圏 構 想 推 進 要 綱 （ 平 成 2 6年 8月 2 5日 付 け 総 

行市第 2 0 0号総務省自治行政局長通知）に基づく連携中枢都市圏であ 

る広島広域都市圏（以下「圏域」という。）を形成するため、地方自治 

法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 2 5 2 条 の 2 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 

次のとおり連携協約を締結する。 

（目的） 

第1条 この連携協約は、人口減少・少子高齢社会にあっても、甲及び 

乙が、圏域全体の経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化及 

び圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組を協力して実 

施することにより、ヒト・モノ・カネ・情報の循環を基調とする「ロ 

ーカル経済圏」を構築し、もって圏域の経済を活性化し自律的で持続 

的な発展を図ることを目的とする。 

（基本方針） 

第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、別表に掲げ 

る取組を協力して実施し、相互に連携を図るものとする。 

（連携を図る取組及び役割分担） 

第3条 甲及び乙が相互に連携を図る取組の内容及び役割分担は、別表 

に掲げるとおりとする。 

（広島広域都市圏発展ビジョン） 
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第4条  第 2条に規定する取組を推進するため、圏域の目指す将来像と 

その実現に向けた具体的な施策を示す「広島広域都市圏発展ビジョン｣ 

（以下「ビジョン」という。）を甲が、乙を含む圏域内の市町と協議 

して策定する。 

2  第２条に規定する取組を甲及び乙が実施するために要する費用及び 

その分担については、甲及び乙が協議してビジョンに定める。 

（連絡会議） 

第5条 甲及び乙の長は、この連携協約の推進に関し連絡調整を図るた 

め、毎年度会議を開催するものとする。 

（連携協約の変更及び廃止） 

第6条 この連携協約を変更し、又は廃止しようとする場合は、甲及び 

乙の協議によるものとする。この場合において、甲及び乙は、地方自 

治 法 第 2 5 2条 の 2第 4項 の 規 定 に よ り 、 あ ら か じ め 議 会 の 議 決 を 経 

なければならない。 

附 則 

この連携協約は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

 



別表（第２条、第３条関係）　

取　組 内　容
甲（連携中枢都市

（広島市））の役割
乙（連携市町）の役割

新たな施策
の企画立案

ヒト・モノ・カネ・情報の循
環を基調とする「ローカル経済
圏」を構築するため、圏域内市
町等で構成する広島広域都市圏
の産業振興に係る研究会を設置
し、新たな施策の企画立案に取
り組む。

事務局として広島広
域都市圏の産業振興に
係る研究会を運営し、
新たな施策の企画立案
に主体的に取り組む。

広島広域都市圏の産
業振興に係る研究会に
参画し、新たな施策の
企画立案に甲と協力し
て取り組む。

新産業の育
成、創業支
援

環境・エネルギー分野及び医
療・福祉関連分野における事業
化や販路開拓に係る支援、地元
大学等が持つ技術シーズを活用
した創業等の支援など、新産業
の育成や創業のための環境づく
りに取り組む。

環境・エネルギー分
野及び医療・福祉関連
分野における事業化や
販路開拓に係る支援、
地元大学等が持つ技術
シーズを活用した創業
等の支援などに主体的
に取り組む。

各事業の実施やＰＲ
などに甲と協力して取
り組む。

ものづくり
産業の強化

デザインによる製品・サービ
スの付加価値向上や販路の開
拓、自動車部品メーカーの課題
解決に向けた取組を支援するな
ど、ものづくり産業における中
小企業の競争力の強化に取り組
む。

デザインによる製
品・サービスの付加価
値向上や販路の開拓、
自動車部品メーカーの
課題解決に向けた取組
の支援などに主体的に
取り組む。

各事業の実施やＰＲ
などに甲と協力して取
り組む。

中小企業の
経営強化

広島市中小企業支援センター
において人材育成や技術力の向
上を図るなど、中小企業の経営
強化に取り組む。

中小企業経営者への
経営力や技術力の向上
に役立つ知識等の提供
などに主体的に取り組
む。

各事業の実施やＰＲ
などに甲と協力して取
り組む。

圏域の特産
品の販路拡
大の促進

圏域の特産品を集約し、広島
市都心部において販売する場を
設けるなど、販路拡大や消費増
大に取り組む。

圏域の特産品の集約
や販売する場の設置な
どに主体的に取り組
む。

特産品の集約や販売
などに甲と協力して取
り組む。

観光プログ
ラムの充実

「食」をテーマとした長期に
わたる周遊イベントの実施など
により観光プログラムの充実を
図るとともに、積極的なプロ
モーション活動に取り組む。

「食」をテーマとし
た長期にわたる周遊イ
ベントやプロモーショ
ン活動などに主体的に
取り組む。

「食」をテーマとし
た長期にわたる周遊イ
ベントなどに甲と協力
して取り組む。

区分

１　圏域全体の経済成長のけん引

39



取　組 内　容
甲（連携中枢都市

（広島市））の役割
乙（連携市町）の役割

観光客の受
入環境整備

国内外からの観光客等が、安
心して快適に圏域内で周遊、滞
在できるよう、観光情報の多言
語による提供や広島駅観光案内
所の機能強化、無料公衆無線Ｌ
ＡＮ環境の充実など、観光客の
受入環境整備に取り組む。

観光情報の多言語に
よる提供や広島駅観光
案内所の機能強化、無
料公衆無線ＬＡＮ環境
の充実などに主体的に
取り組む。

観光情報の多言語に
よる提供や広島駅観光
案内所の機能強化、無
料公衆無線ＬＡＮ環境
の充実などに甲と協力
して取り組む。

国際会議等
の誘致

圏域内の地域資源を活用し
て、魅力的なユニークベニュー
やアフターコンベンションの開
発など、ＭＩＣＥ（国際会議
等）の受入態勢を充実し、誘致
に取り組む。

魅力的なユニークベ
ニューやアフターコン
ベンションの開発など
に主体的に取り組む。

魅力的なユニークベ
ニューやアフターコン
ベンションの開発など
に甲と協力して取り組
む。

圏域内で生
産された農
産物の消費
拡大

圏域内市町の農産物の活用に
向けて、学校給食におけるモデ
ル事業を実施するなど、圏域内
で生産された農産物の地産地消
を進め、消費拡大に取り組む。

圏域内市町の農産物
の活用に向けて、学校
給食におけるモデル事
業の実施などに主体的
に取り組む。

圏域内市町の農産物
の活用に向けて、学校
給食におけるモデル事
業の実施などに甲と協
力して取り組む。

健全な森林
の育成・保
全

自伐林業の支援に係るモデル
事業の実施等を踏まえ、木質バ
イオマスの活用によるビジネス
モデルの構築を図るなど、健全
な森林の育成・保全に取り組
む。

自伐林業の支援に係
るモデル事業の実施や
木質バイオマスの活用
によるビジネスモデル
の構築などに主体的に
取り組む。

木質バイオマスの活
用によるビジネスモデ
ルの構築などに甲と協
力して取り組む。

水産資源の
確保

圏域のかき養殖を中心とした
漁業経営の安定化を図るため、
水産資源の確保や消費拡大に取
り組む。

水産資源の確保や消
費拡大に主体的に取り
組む。

各事業の実施やＰＲ
などに甲と協力して取
り組む。

地元企業に
おける若者
の雇用促進

圏域内市町や経済界、地元大
学等と連携し、若者が地元企業
をより深く知ることができる機
会を確保するなど、地元企業に
おける若者の雇用促進に取り組
む。

若者が地元企業をよ
り深く知ることができ
る機会の確保などに主
体的に取り組む。

若者が地元企業をよ
り深く知ることができ
る機会の確保などに甲
と協力して取り組む。

区分
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取　組 内　容
甲（連携中枢都市

（広島市））の役割
乙（連携市町）の役割

効果的・効
率的な医療
サービスの
提供体制の
構築

２４時間３６５日体制で電話
による医療相談等を行う救急相
談センター事業の実施や広島市
立病院と圏域内の医療機関との
間のＩＣＴネットワーク整備な
ど、効果的・効率的な医療サー
ビスの提供体制の構築に取り組
む。

救急相談センター事
業による医療相談等の
実施や、地方独立行政
法人広島市立病院機構
が行う広島市立病院と
圏域内の医療機関との
間のＩＣＴネットワー
クによる高度な医療機
能の提供等に対する支
援などに取り組む。

救急相談センター事
業による医療相談等の
実施や、広島市立病院
と圏域内の医療機関と
の間のＩＣＴネット
ワークによる高度な医
療機能の提供などに甲
と協力して取り組む。

圏域北部に
おける拠点
病院の整備

広島市立安佐市民病院の建替
えにより、高度・急性期医療機
能や災害拠点病院としての機
能、へき地医療拠点病院として
の機能の充実・強化を図り、圏
域北部を中心とした地域におけ
る拠点病院の整備に取り組む。

高度・急性期医療や
災害時における医療の
提供、へき地医療拠点
病院としての医療支援
など、地方独立行政法
人広島市立病院機構が
行う広島市立安佐市民
病院の建替えによる病
院機能の充実・強化に
対する支援に取り組
む。

自市町の住民が必要
とする医療の提供に甲
と協力して取り組む。

圏域内の公
共交通網等
の充実・強
化

圏域にわたるヒト・モノ・カ
ネ・情報の循環に資する広域交
通網の構築に向け、市町と連携
して圏域内の公共交通網等の充
実・強化に取り組む。

圏域内の公共交通網
等の充実・強化に主体
的に取り組む。

圏域内の公共交通網
等の充実・強化に甲と
協力して取り組む。

地域貢献人
材の育成

地域や企業が求める人材を確
保するため、公立大学法人広島
市立大学が圏域内の市町や大
学、経済団体等と連携して実施
する人材育成事業を支援するな
ど、地域貢献人材の育成に取り
組む。

公立大学法人広島市
立大学が圏域内の市町
等と連携して実施する
人材育成事業の支援な
どに主体的に取り組
む。

公立大学法人広島市
立大学が圏域内の市町
等と連携して実施する
人材育成事業の支援な
どに甲と協力して取り
組む。

区分

２　高次の都市機能の集積・強化
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取　組 内　容
甲（連携中枢都市

（広島市））の役割
乙（連携市町）の役割

文化財・伝
統文化の活
用・保全

圏域内の文化財及び伝統文化
に対する住民の理解と認識を高
め、魅力を広く発信するため、
神楽の公演や継承など、その総
合的な活用及び保全に取り組
む。

神楽の公演や継承な
どに主体的に取り組
む。

神楽の公演や継承な
どに甲と協力して取り
組む。

農業の担い
手の確保

圏域内における農業の振興を
図るため、新規就農者の募集や
育成研修の実施、就農後の支援
など、農業の担い手の確保に取
り組む。

新規就農者の育成な
どに主体的に取り組
む。

新規就農者の育成な
どに甲と協力して取り
組む。

地域におけ
るにぎわい
の創出

圏域におけるにぎわいの創出
に向け、海の玄関口である港で
のイベントの開催などに取り組
む。

海の玄関口である港
でのイベントの開催な
どに主体的に取り組
む。

海の玄関口である港
でのイベントの開催な
どに甲と協力して取り
組む。

ＩＣＴ環境
の整備・有
効活用

圏域内住民の暮らしにおける
利便性を向上させるため、オー
プンデータの推進や町内会・自
治会等のイベント情報を発信す
るサイトの共同利用など、ＩＣ
Ｔ環境の整備や有効活用に取り
組む。

オープンデータの推
進や町内会・自治会等
のイベント情報を発信
するサイトの共同利用
などに主体的に取り組
む。

オープンデータの推
進や町内会・自治会等
のイベント情報を発信
するサイトの共同利用
などに甲と協力して取
り組む。

圏域内産品
の地産地消

圏域内における地域経済の循
環を図るため、圏域の食と酒に
関する情報の発信や販路拡大の
支援など、地産地消等に取り組
む。

圏域の食と酒に関す
る情報の発信や販路拡
大の支援などに主体的
に取り組む。

圏域の食と酒に関す
る情報の発信や販路拡
大の支援などに甲と協
力して取り組む。

交 流 ・ 移
住・定住の
促進

圏域の人口減少への対応を図
るため、圏域の魅力や情報のＰ
Ｒ、民泊の促進など、東京圏等
の住民との交流や圏域への移
住・定住に取り組む。

圏域の魅力や情報の
ＰＲ、民泊の促進など
に主体的に取り組む。

圏域の魅力や情報の
ＰＲ、民泊の促進など
に甲と協力して取り組
む。

区分

３　圏域全体の生活関連機能サービスの向上

⑴　生活機能の強化

⑵　結び付きやネットワークの強化
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取　組 内　容
甲（連携中枢都市

（広島市））の役割
乙（連携市町）の役割

圏域内住民
の交流促進

圏域内住民の交流促進を図る
ため、圏域に根ざしたプロス
ポーツ等の共同応援や圏域のイ
ベント情報の相互発信などに取
り組む。

圏域に根ざしたプロ
スポーツ等の共同応援
や圏域のイベント情報
の相互発信などに主体
的に取り組む。

圏域に根ざしたプロ
スポーツ等の共同応援
や圏域のイベント情報
の相互発信などに甲と
協力して取り組む。

安全・安心
な暮らしの
確保

圏域内住民の安全・安心な暮
らしの確保のため、消費者被害
に関する情報の共有など、消費
者対策等に取り組む。

消費者被害に関する
情報の共有などに主体
的に取り組む。

消費者被害に関する
情報の共有などに甲と
協力して取り組む。

職 員 の 育
成・確保

圏域内市町職員の圏域マネジ
メント能力の向上を図るため、
圏域内市町共同による実務研修
や職員交流研修など、職員の育
成・確保に取り組む。

圏域内市町共同によ
る実務研修や職員交流
研修などに主体的に取
り組む。

圏域内市町共同によ
る実務研修や職員交流
研修などに甲と協力し
て取り組む。

事務の効果
的・効率的
な執行

圏域内住民に対する行政サー
ビスの効率化や利便性の向上を
図るため、圏域内市町の連携に
より、行政資源の相互利用や施
策の共同実施、行政サービスの
補完などに取り組む。

行政資源の相互利用
や施策の共同実施、行
政サービスの補完など
に主体的に取り組む。

行政資源の相互利用
や施策の共同実施、行
政サービスの補完など
に甲と協力して取り組
む。

⑶　圏域マネジメント能力の強化

区分

 43
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議案第 17 号 

 

   浜田市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第 8条第 10項の規定によ

り、浜田市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更することについて、

議会の議決を求める。 

 

  令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

                    浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市過疎地域持続的発展計画（変更） 

都道府県名 島 根 県    

市町村名  浜 田 市    

 

区  分 変 更 前 変 更 後 備考 

３．産業の振興  21 頁表中 18 行目に次の事業を追加します。 

 

事業名 事業内容 事業主体 

⑽ 過疎地域持続的
発展特別事業 

浜田漁港水揚高確保緊急対策事
業 

浜田市 
 

 

１２．再生可能

エネルギーの利

用の推進 

 43 頁表中 2行目に次の事業を追加します。 

 

事業名 事業内容 事業主体 

⑵ 過疎地域持続的
発展特別事業 

市民と共に学ぶ環境づくり事業 浜田市 
 

 

１４．過疎地域

持 続 的 発 展 特

別 事 業 （ 一 覧

表） 

 47 頁表中 5行目に次の事業を追加します。 
 

持続的発展 
施策区分 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

2 産業の振興 ⑽ 過疎地域持続的
発展特別事業 

浜田漁港水揚高確保緊急
対策事業 
 地元外まき網漁船団の
入港促進によって水揚を
確保することにより、仲
買や水産加工、流通、小
売などの幅広い産業の維
持発展を図る。 

浜田市 

水揚を確保すること
で、「山陰浜田港」を
ＰＲするための資源
の確保を図る取組で
あり、安定した水産
業経営に繋がること
から、地域の持続的
発展に資する。 
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区  分 変 更 前 変 更 後 備考 

１４．過疎地域

持 続 的 発 展 特

別 事 業 （ 一 覧

表） 

 

 

 

 

 

 

49 頁表中 6行目に次の事業を追加します。 
 

持続的発展 
施策区分 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

11 再生可能
エ ネ ル ギ
ー の 利 用
の推進 

⑵ 過疎地域持続的
発展特別事業 

市民と共に学ぶ環境づく
り事業 
 市民と共に環境づくり
に取り組むことで、カー
ボンニュートラルに向け
た市民の意識醸成を図
る。 

浜田市 

再生可能エネルギー
や省エネルギーへの
理解と普及を図る取
組であり、環境にや
さしい地域づくりに
繋がることから地域
の持続的発展に資す
る。 

 

 





















































































































































































































































議案第22号

令 和 ３ 年 度

浜 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算
（第 ３ 号）



1

補正予算に関する説明書

2

3

5

6

7

9

9

その他の書類

　　　令和3年度　収益的収入及び支出明細書　………………………………

令和3年度　浜田市水道事業会計予算実施計画  ………………………………

　　　令和3年度　資本的収入明細書　………………………………

目　　　　　　次

令和3年度　浜田市水道事業会計補正予算（第３号） …………………………………

令和3年度　浜田市水道事業予定貸借対照表　…………………………………

令和3年度　浜田市水道事業予定損益計算書　…………………………………

令和3年度　浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　………………

令和3年度　個別注記　……………………………………………………………



（総則）

第1条 令和3年度浜田市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度浜田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第1項

第2項

第3項

第1款

第1項

第2項

（資本的収入）

第3条 予算第4条本文中括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

651,572千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額94,615千円、当年度分損益勘定留保

資金480,976千円、未処分利益剰余金75,981千円で補てんするものとする。）」に改め、

収入の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第5項

令和4年2月24日　提出

浜田市長　久保田　章 市

固定資産売却代金 118 △ 118

千 円 千 円

2,060,687

1,401,399

（計）

46,374

千 円 千 円

1,937,089 △ 60

1,356,826 1,356,708

0

令和3年度浜田市水道事業会計補正予算（第3号）

千 円

（科　目） （既決予定額） （補正予定額）

千 円

659,287

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

654,532

収　入

2,014,313

1,358,280

1,689,373

1,937,029

43,119

4,755

千 円

水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

水 道 事 業 費 用

特 別 利 益 1,501 △ 1,500 1

243,303

資 本 的 収 入 △ 118

営 業 外 費 用

支　出 千 円

営 業 費 用

（科　目）

収　入

243,616

（既決予定額）

千 円

1,689,626253

△ 313

（補正予定額） （計）

1



　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水道事業収益 2,014,313 46,374 2,060,687

(1) 営 業 収 益 1,358,280 43,119 1,401,399

1 給 水 収 益 1,299,430 42,000 1,341,430

3
そ の 他
営 業 収 益

58,750 1,119 59,869

(2) 営 業 外 収 益 654,532 4,755 659,287

3 長 期 前 受 金 戻 入 421,617 4,755 426,372

(3) 特 別 利 益 1,501 △ 1,500 1

1 固 定 資 産 売 却 益 1,500 △ 1,500 0

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水道事業費用 1,937,089 △ 60 1,937,029

(1) 営 業 費 用 1,689,373 253 1,689,626

5 総 係 費 120,476 1,119 121,595

6 減 価 償 却 費 900,393 △ 866 899,527

(2) 営 業 外 費 用 243,616 △ 313 243,303

1
支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

128,606 △ 313 128,293

　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 収 入 1,356,826 △ 118 1,356,708

(5) 固 定 資 産 118 △ 118 0

売 却 代 金

1 固 定 資 産 118 △ 118 0

売 却 代 金

資本的収入

款 項 目

令和3年度　浜田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目

款 項 目

2



（単位：千円）

1　固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ　土地 520,549

ﾛ　建物 1,374,839

 減価償却累計額 △ 715,618 659,221

ﾊ　構築物 35,292,117

 減価償却累計額 △ 16,543,644 18,748,473

ﾆ　機械及び装置 7,984,750

 減価償却累計額 △ 6,236,371 1,748,379

ﾎ　車両運搬具 14,817

 減価償却累計額 △ 13,446 1,371

ﾍ　工具器具及び備品 57,581

 減価償却累計額 △ 42,978 14,603

ﾄ　建設仮勘定 166,132

 有形固定資産合計 21,858,728

(2) 無形固定資産

ｲ　施設利用権 81,409

 無形固定資産合計 81,409

 固定資産合計 21,940,137

2　流動資産

(1) 現金預金 1,426,717

(2) 未収金 278,727

　　貸倒引当金 △ 820 277,907

(3) 貯蔵品 5,763

流動資産合計 1,710,387

資産合計 23,650,524

（ 令和4年3月31日 ）

資　　産　　の　　部

令和3年度　浜田市水道事業予定貸借対照表
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3　固定負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 7,620,736

 企業債合計 7,620,736

(2) 引当金

ｲ　退職給付引当金 97,329

ﾛ　修繕引当金 35,573

 引当金合計 132,902

 固定負債合計 7,753,638

4　流動負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 794,942

 企業債合計 794,942

(2) 未払金 301,284

(3) 引当金

ｲ　賞与等引当金 14,799

 引当金合計 14,799

(4) その他流動負債 1,406

 流動負債合計 1,112,431

5　繰延収益

(1) 長期前受金 15,373,599

　　長期前受金収益化累計額 △ 7,971,424

 繰延収益合計 7,402,175

 負債合計 16,268,244

6　資本金

(1) 自己資本金 4,852,606

 資本金合計 4,852,606

7　剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ　国県補助金 59,744

ﾛ　他会計補助金 8,911

ﾊ　工事負担金 12,863

ﾆ　受贈財産評価額 147,329

 資本剰余金合計 228,847

(2) 利益剰余金

ｲ　当年度未処分利益剰余金 2,300,827

 利益剰余金合計 2,300,827

 剰余金合計 2,529,674

 資本合計 7,382,280

 負債資本合計 23,650,524

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債
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（単位：千円）

1　営業収益

 (1) 給水収益 1,219,481

 (2) 受託工事収益 93

 (3) その他営業収益 55,756 1,275,330

2　営業費用

 (1) 原水及び浄水費 184,359

 (2) 配水及び給水費 335,060

 (3) 受託工事費 93

 (4) 業務費 83,346

 (5) 総係費 113,162

 (6) 減価償却費 899,527

 (7) 資産減耗費 20,200

 (8) その他営業費用 60 1,635,807

　営業損失 △ 360,477

3　営業外収益

 (1) 受取利息及び配当金 20

 (2) 他会計補助金 231,757

 (3) 長期前受金戻入 426,372

 (4) 消費税及び地方消費税還付金 3

 (5) 雑収益 1,054 659,206

4　営業外費用

 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 128,293

 (2) 雑支出 45,010 173,303 485,903

　経常利益 125,426

5　特別利益

 (1) 固定資産売却益 0

 (2) 過年度損益修正益 1 1

6　特別損失

 (1) 過年度損益修正損 2,790

 (2) その他特別損失 0 2,790

7　予備費

 (1) 予備費 1,100 1,100 △ 3,889

　当年度純利益 121,537

　前年度繰越利益剰余金 2,179,290

　当年度未処分利益剰余金 2,300,827

<参考>

　地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」

を営業外収益に計上していることから、営業収支が360,477千円の赤字となっていますが、実質的な営業

損益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、65,895千円の黒字

となります。

令和3年度　浜田市水道事業予定損益計算書
（令和3年4月1日から令和4年3月31日）
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（単位：千円）

1.　業務活動によるキャッシュ・フロー　　

当年度純利益（△は損失） 121,537

減価償却費 899,527

貸倒引当金の増減額（△は減少） 308

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,736

賞与等引当金の増減額（△は減少） 86

長期前受金戻入額 △ 426,372

資産減耗費 20,000

受取利息及び配当金（△） △ 20

支払利息 128,293

固定資産売却益（△) 0

過年度損益修正益（△) △ 1

未収金の減少（△は増加） 30,969

貯蔵品の減少（△は増加） 846

未払金の増加（△は減少） △ 124,248

659,661

受取利息及び配当金の受取額 20

利息の支払額 △ 128,293

業務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（A） 531,388

2.　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

固定資産の取得・建設改良による支出（△） △ 1,062,335

固定資産売却収入 0

工事負担金等収入 142,223

国庫補助金の収入 175,000

他会計補助金収入 324,485

投資活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（B） △ 420,627

3.　財務活動によるキャッシュ・フロー　

建設改良企業債による収入 711,000

建設改良企業債の償還等による支出（△） △ 780,552

財務活動によるキャッシュ・フロー　　　　   (C) △ 69,552

資金増加額（△は減少額）　　　 (A+B+C) 41,209

資金期首残高 1,385,508

資金期末残高 1,426,717

令和3年度　浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日）

項　　　　　　目

　小　　　　　　計
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令和３年度 個 別 注 記 
 

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 

（1）たな卸し資産の評価基準及び評価方法について 

① 貯蔵品 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定。） 
 
（2）固定資産の減価償却の方法について 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

浜田市水道事業会計規程第83条の規定により定額法を適用。 
 

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。 

種 類 耐用年数(年) 種 類 耐用年数(年) 

建物 38～50  車両運搬具 4～5 

構築物 30～60  工具器具及び備品 2～15 

機械及び装置 5～20 

 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

浜田市水道事業会計規程第83条の規定により定額法を適用。 

 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。 
 
（3）引当金の計上方法について 

① 貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を貸倒引当金

として計上している。 

 

② 退職給付引当金 

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額

から、島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額を控除した額を計

上している。 

なお、会計基準変更時差異（平成25年度末131,032千円）については、平成26年度から職

員の平均残存勤務年数15年にわたり均等額を費用処理する。 

 

③ 修繕引当金 

平成26年3月31日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従前の

例により、修繕費が不足する場合に取り崩すこととしている。 
 
④ 賞与等引当金  

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業

年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。 

 

（4）その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。 
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2.予定貸借対照表等に関する注記 
 

（1）企業債の償還に係る他会計の負担について 

貸借対照表に計上されている企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、浜

田市（市長部局）との協定書に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は2,952,131千

円である。 
  

3.予定損益計算書に関する注記 

特記事項なし。 
 

4.予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記 
 

（1）重要な非資金取引について  該当なし。 
 

5.セグメント情報に関する注記 

報告セグメントが、単一セグメントのため、記載を省略している。 
 

6.減損損失に関する注記 
 

（1）減損の兆候について  該当なし。 

 

7.重要な後発事象に関する注記  該当なし。 
 

8.その他の注記   
 

（1）貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて 

当事業年度において、債務の不納欠損を行うため、貸倒引当金512千円を取り崩す。 

 

（2）賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて 

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払

いを行うため、賞与等引当金14,714千円を取り崩す。 
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　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 2,014,313 46,374 2,060,687

営 業 収 益 1,358,280 43,119 1,401,399

1 給 水 収 益 1,299,430 42,000 1,341,430

給 水 収 益 42,000

3 そ の 他 58,750 1,119 59,869

営 業 収 益 負 担 金 1,119

営 業 外 収 益 654,532 4,755 659,287

3 長期前受金戻入 421,617 4,755 426,372

国 県 補 助 金 3,146

他 会 計 補 助 金 △ 2

工 事 負 担 金 1,611

特 別 利 益 1,501 △ 1,500 1

1 固定資産売却益 1,500 △ 1,500 0

固 定 資 産 売 却 益 △ 1,500

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 1,937,089 △ 60 1,937,029

営 業 費 用 1,689,373 253 1,689,626

5 総 係 費 120,476 1,119 121,595

負 担 金 1,119

6 減 価 償 却 費 900,393 △ 866 899,527

有 形 固 定 資 産 △ 866

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用 243,616 △ 313 243,303

1 支 払 利 息 及 び 128,606 △ 313 128,293

企業債取扱諸費 企 業 債 償 還 利 息 △ 313

　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 1,356,826 △ 118 1,356,708

固 定 資 産 118 △ 118 0

売 却 代 金 1 固 定 資 産 118 △ 118 0

売 却 代 金 固 定 資 産

売 却 代 金 △ 118

(5)

目

水 道 事 業 費 用

(1)

款　　項

(2)

令和3年度　資本的収入明細書

節

資 本 的 収 入

令和3年度　収益的収入及び支出明細書

水 道 事 業 収 益

節

(1)

(3)

款　　項

目 節

目

款　　項

(2)
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議案第23号

　　　　　 令 和 ３ 年 度

浜 田 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 

（第 ２ 号）



1

予算に関する説明書

2

4

6

7

8

その他の書類

令和3年度　収益的収入及び支出明細書　…………………………………… 10

令和3年度　資本的収入及び支出明細書　…………………………………… 11

令和3年度　浜田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　………………

令和3年度　個別注記  …………………………………………………………………

目　　　　　　次

令和3年度　浜田市公共下水道事業会計補正予算（第2号）　………………………………………

令和3年度　浜田市公共下水道事業予定貸借対照表　…………………………………

令和3年度　浜田市公共下水道事業予定損益計算書　…………………………………

令和3年度　浜田市公共下水道事業会計予算実施計画  ……………………………



（総則）

第1条 令和3年度浜田市公共下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度浜田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第1項

第2項

第3項

第1款

第2項

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文中括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

212,772千円は、過年度分消費税等資本的収支調整額4,735千円、当年度分損益勘定留保資

金208,037千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。

第1款

第3項

第1款

第1項

（他会計からの補助金）

第4条 予算第9条中「281,800千円」を「277,600千円」に改める。

令和4年2月24日　提出

浜田市長　久保田　章 市

740,262 △ 1,561 738,701

建 設 改 良 費 333,612 △ 1,561 332,051

資 本 的 支 出

（既決予定額） （補正予定額） （計）

支　出 千 円 千 円 千 円

（科　目）

他 会 計 出 資 金 172,290 △ 1,561 170,729

資 本 的 収 入 527,490 △ 1,561 525,929

（既決予定額） （補正予定額） （計）

収　入 千 円 千 円 千 円

（科　目）

営 業 外 費 用 63,748 △ 1,983 61,765

支　出 千 円 千円 千 円

下水道事業費用 545,764 △ 1,983 543,781

特 別 利 益 3,615 4,350

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

営 業 収 益 116,919 1,672 118,591

営 業 外 収 益 425,707 △ 4,200 421,507

千 円 千 円

下水道事業収益 546,241 △ 1,793 544,448

735

令和3年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　入 千 円

1



　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業収益 546,241 △ 1,793 544,448

(1) 営 業 収 益 116,919 1,672 118,591

1 下 水 道 使 用 料 115,493 1,672 117,165

(2) 営 業 外 収 益 425,707 △ 4,200 421,507

2 他 会 計 補 助 金 281,800 △ 4,200 277,600

(3) 特 別 利 益 3,615 735 4,350

1 過年度損益修正益 3,615 735 4,350

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業費用 545,764 △ 1,983 543,781

(2) 営 業 外 費 用 63,748 △ 1,983 61,765

1 支 払 利 息 及 び 53,013 △ 1,983 51,030

企 業 債 取 扱 諸 費

款 項 目

款

令和3年度　浜田市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

項 目

2



　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 収 入 527,490 △ 1,561 525,929

(3) 他会計出資金 172,290 △ 1,561 170,729

1 他 会 計 出 資 金 172,290 △ 1,561 170,729

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 支 出 740,262 △ 1,561 738,701

(1) 建 設 改 良 費 333,612 △ 1,561 332,051

1 資 産 購 入 費 53,842 △ 1,561 52,281

款 項 目

目款 項

資本的収入及び支出
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（単位：千円）

1　固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ　土地 216,637

ﾛ　建物 538,590

 減価償却累計額 △ 245,809 292,781

ﾊ　構築物 10,288,229

 減価償却累計額 △ 3,790,584 6,497,645

ﾆ　機械及び装置 2,222,499

 減価償却累計額 △ 1,497,704 724,795

ﾎ　工具器具及び備品 5,001

 減価償却累計額 △ 4,304 697

ﾍ　建設仮勘定 293,431

 有形固定資産合計 8,025,986

(2) 無形固定資産

ｲ　ソフトウェア 6,888

 無形固定資産合計 6,888

 固定資産合計 8,032,874

2　流動資産

(1) 現金預金 17,571

(2) 未収金 30,032

　　 貸倒引当金 △ 62 29,970

 流動資産合計 47,541

 資産合計 8,080,415

令和3年度　浜田市公共下水道事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

資　　産　　の　　部
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3　固定負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 3,609,098

 企業債合計 3,609,098

(2) 引当金

ｲ　退職給付引当金 6,522

 引当金合計 6,522

(3) その他固定負債 450

 固定負債合計 3,616,070

4　流動負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 399,274

 企業債合計 399,274

(2) 未払金 16,872

(3) 引当金

ｲ　賞与等引当金 3,489

 引当金合計 3,489

 流動負債合計 419,635

5　繰延収益

  (1）長期前受金 5,578,630

      長期前受金収益化累計額 △ 2,420,444

 繰延収益合計 3,158,186

 負債合計 7,193,891

6　資本金

(1) 固有資本金 397,303

(2) 繰入資本金 289,688

 資本金合計 686,991

7　剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ　国庫補助金 194,038

 資本剰余金合計 194,038

(2) 利益剰余金

ｲ　当年度未処分利益剰余金 5,495

 利益剰余金合計 5,495

 剰余金合計 199,533

 資本合計 886,524

 負債資本合計 8,080,415

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債
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（単位：千円）

1　営業収益

 (1) 下水道使用料 106,517

 (2) その他営業収益 1,426 107,943

2　営業費用

 (1) 管渠費 17,317

 (2) ポンプ場費 2,281

 (3) 処理場費 86,226

 (4) 業務費 8,040

 (5) 総係費 23,394

 (6) 減価償却費 293,983

 (7) 資産減耗費 39,259 470,500

営業損失 △ 362,557

3　営業外収益

 (1) 受取利息及び配当金 1

 (2) 他会計補助金 277,600

 (3) 長期前受金戻入 143,905

 (4) 雑収益 1 421,507

4　営業外費用

 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 51,030

 (2) 雑支出 10,735 61,765 359,742

経常利益 △ 2,815

5　特別利益

 (1) 過年度損益修正益 4,350 4,350

6　特別損失

 (1) 過年度損益修正損 273 273

7　予備費

 (1) 予備費 1,200 1,200 2,877

当年度純利益 62

前年度繰越利益剰余金 5,433

当年度未処分利益剰余金 5,495

<参考>

財源措置します。

　地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」

を営業外収益に計上していることから、営業収支が362,557千円の赤字となっていますが、実質的な営業損

益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、218,652千円の赤字と

なります。

令和3年度　浜田市公共下水道事業予定損益計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

　営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費51,030千円のうち、18,700千円は企業債（資本費平準化債）で
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（単位：千円）

1.　業務活動によるキャッシュ・フロー　　

当年度純利益 62

減価償却費 293,983

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,479

賞与等引当金の増減額（△は減少） △ 361

長期前受金戻入額 △ 143,905

資産減耗費 39,259

受取利息及び配当金（△) △ 1

支払利息 51,030

未収金の減少（△は増加） △ 8,177

その他の流動負債の増加（△減少） △ 2,715

231,688

受取利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △ 51,030

業務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（A） 180,659

2.　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

固定資産の取得・建設改良による支出（△） △ 307,888

国庫補助金収入 106,337

工事負担金収入 18,182

投資活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（B） △ 183,369

3.　財務活動によるキャッシュ・フロー　

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 239,400

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還等による支出（△） △ 406,650

他会計からの出資による収入 170,729

一時借入金の借入による収入 400,000

一時借入金の返済による支出（△） △ 400,000

財務活動によるキャッシュ・フロー　　　　   (C) 3,479

資金増加額（△は減少額）　　　　 (A+B+C) 769

資金期首残高 16,802

資金期末残高 17,571

令和3年度　浜田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

項　　　　　　目

　小　　　　　　計
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1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）固定資産の減価償却の方法について
① 有形固定資産（リース資産を除く）
　浜田市公共下水道事業会計規則第86条の規定により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
　浜田市公共下水道事業会計規則第86条の規定により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

③ リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

（2）引当金の計上方法について
① 貸倒引当金
　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を貸
倒引当金として計上している。

② 退職給付引当金
　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の
要支給額から、島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額
を控除した額を計上している。
　なお、公営企業会計移行の前日（令和2年3月31日）までに発生している退職給付
に係る債務については、公共下水道事業特別会計に係るものとして、一般会計で負
担することにしている。

③ 賞与等引当金
　職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、
当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計
上している。

（3）その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について
① 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2.予定貸借対照表等に関する注記

（1）企業債の償還に係る他会計の負担について
　貸借対照表に計上されている企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む）の
うち、浜田市(市長部局）との協定に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は
3,142,563千円である。

令和3年度　個 別 注 記 

機械及び装置 10～20

種　類 耐用年数(年)
ソフトウェア 5

種　類 耐用年数(年)
建物 8～50
構築物 15～50
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3.予定損益計算書に関する注記

　特記事項なし。

4.予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

（1）重要な非資金取引について　　該当なし。

5.セグメント情報に関する注記

浜田市街地における、し尿・生活雑排水等の処理

（単位：千円）

合　　　計

6.減損損失に関する注記

（1）減損の兆候について　　該当なし。

7.重要な後発事象に関する注記　　該当なし。

8.その他の注記　　

（1）賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて
　当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利
費の支払いを行うため、賞与等引当金3,849千円を取り崩す。

（2）令和3年4月1日において、地方地区農業集落排水処理施設を統合することにより、
資産、負債、資本が増加している。

固定資産
資産合計

660,082 千円
660,082 千円

固定負債
流動負債

107,943

繰延収益
資本金
負債資本合計

117,364 千円
33,724 千円

336,550 千円
172,444 千円
660,082 千円

営業収益
営業費用
営業損益
経常損益

　　公共下水道事業会計は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を運営していること
　から、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の2つを報告セグメントとしている。

セグメント区分 事　業　の　内　容
公共下水道事業
特定環境保全公共下水道事業 国府地区、旭地区、三隅地区における、し尿・生活

雑排水等の処理

470,500
△ 362,557

△ 2,815

セグメント負債

公共下水道事業

277,925
230,933

7,802,490
6,962,958

0

特定環境保全
公共下水道事業

8,080,415
7,193,891

供用開始前のため
計上なし

107,943
470,500

△ 362,557
△ 2,815

セグメント資産
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　収　　入 （単位：千円）

1 546,241 △ 1,793 544,448

(1) 116,919 1,672 118,591

1 下水道使用料 115,493 1,672 117,165 1,672

(2) 425,707 △ 4,200 421,507

2 281,800 △ 4,200 277,600 △ 4,200

(3) 3,615 735 4,350

1 3,615 735 4,350 735

　支　　出 （単位：千円）

1 545,764 △ 1,983 543,781

(2) 63,748 △ 1,983 61,765

1 支払利息及び 53,013 △ 1,983 51,030 企 業 債 利 息 △ 1,983

企業債取扱諸費

下 水 道 事 業 費 用

営 業 外 費 用

既決予定額 節補正予定額

過年度損益修正益

他会計補助金

計

令和3年度　収益的収入及び支出明細書

既決予定額 節款　　　　項　　　　目 補正予定額

款　　　　項　　　　目

下 水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

金　額

金　額計
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　収　　入 （単位：千円）

1 527,490 △ 1,561 525,929

(4) 172,290 △ 1,561 170,729

172,290 △ 1,561 170,729 他 会 計 出 資 金 △ 1,561

　支　　出 （単位：千円）

1 740,262 △ 1,561 738,701

(1) 333,612 △ 1,561 332,051

53,842 △ 1,561 52,281 有 形 固 定 資 産 購 入 費 △ 1,5611　資産購入費

令和3年度　資本的収入及び支出明細書

節 金　額

他 会 計 出 資 金

1　他会計出資金

補正予定額 計

建 設 改 良 費

資 本 的 支 出

既決予定額

計

款　　　　項　　　　目

款　　　　項　　　　目

資 本 的 収 入

節 金　額既決予定額補正予定額
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同意第 1 号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第 6

条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和 4 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

住 所 （省略） 

職 業 無 職 

氏 名 松 山 レイ子 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 会社員 

氏 名 井 上 尊 実 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 地方公務員 

氏 名 栗 栖 敏 彦 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 無 職 

氏 名 岩 谷 盛 子 

生年月日 （省略） 

 

（参 考） 

前任者   松 山 レイ子（令和 4 年 6 月 30 日まで） 

坂 本 弘 志（令和 4 年 6 月 30 日まで） 

栗 栖 敏 彦（令和 4 年 6 月 30 日まで） 

髙 橋 久美子（令和 4 年 6 月 30 日まで） 

任 期   3 年 

根拠法   人権擁護委員法第 9 条 

 


